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特 許 庁

特許関係料金、商標関係料金引き下げへ！

第１６９回通常国会にて成立しました「特許法等の一部を改正する法律」

が明日４月１８日に公布されることに伴い、特許関係料金、商標関係料金が

引き下げられることとなり、特許料は平均１２％、商標関係料金は平均４３

％引き下げられます。

また、施行日は６月１日を想定しております。

１．施行日以降に料金引き下げ対象となる主な料金（詳細は別紙）

①特許料

②商標登録料、商標更新登録料、国際登録に基づく商標権の個別手数料

③特許出願料、商標出願料

※③については、政令改正により料金引き下げ予定。

２．設定時の特許料・商標登録料納付期間の期間延長制度の利用

設定時の特許料 商標登録料 更新登録料を除く の納付期間は 特許 登、 （ ） 、 （

録）査定の送達の日から３０日ですが、出願人または代理人の請求（期間延

長請求書を特許庁へ提出）により納付期間を更に３０日間延長することが可

能です。

この期間延長請求により、延長した３０日間が料金改正に係る法令の施行

日をまたぐ場合には、当該施行日以降に納付する特許料もしくは商標登録料

は、引き下げ後の金額にて納付可能となります。

※なお、料金改正に関する詳しい内容などは、４月１８日以降に特許庁ホーム

ページ（ ）等でご確認ください。http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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＜別紙＞

． （ ）１ 改正法施行日以降に料金引き下げの対象となる特許料等の新旧料金 抜粋

（ 、 ）○特許料 昭和６３年以降の出願 かつ平成１６年４月１日以降に審査請求を行う出願

新 料 金現 行 料 金

2,300＋請求項数× 200円第１年～第３年 2,600＋請求項数× 200円

7,100＋請求項数× 500円第４年～第６年 8,100＋請求項数× 600円

21,400＋請求項数×1,700円第７年～第９年 24,300＋請求項数×1,900円

61,600＋請求項数×4,800円第１０年以降 81,200＋請求項数×6,400円

○商標設定登録料

新 料 金現 行 料 金

区分数×37,600円商標登録出願 区分数×66,000円

区分数×21,900円商標登録出願 分納 区分数×44,000円（ ）

○商標更新登録料

新 料 金現 行 料 金

区分数×48,500円商標登録出願 区分数×151,000円

区分数×28,300円商標登録出願 分納 区分数×101,000円（ ）

○出願料（特許法等関係手数料令の改定予定）

新 料 金 （ 案 ）現 行 料 金

15,000円特許出願 16,000円

3,400＋区分数×8,600円商標登録出願 6,000＋区分数×15,000円

２．料金引き下げ前後における費用比較

（権利を１０年間維持）＜現在＞ 万円 ＜改定後＞ 万円特許 ４９ ４４

（権利を２０年間維持）＜現在＞ 万円 ＜改定後＞ 万円特許 １６８ １３４

（権利を１０年間維持）＜現在＞ 万円 ＜改定後＞ 万円商標 １３ ７

、 、 、 、 、※本試算は 特許については出願料 審査請求料 特許料 商標については

出願料、設定登録料（１０年一括）をもとに試算。


